
− 54 −

石川県立大学　生物資源環境学部　環境科学科　4 年生　向　由佳
　　　     石川県立大学　生物資源環境学部　環境科学科　山下　良平

　　　　　 国連大学サスティナビリティ高等研究所　OUIK　永井　三岐子

ラオス人学生の環境意識の相対的評価

Abstract

　ラオスは豊かな天然資源を保有しているにもかかわらず、プランテーションや焼畑による森林減少や水
資源問題を引き起こしている。他方で、日本においても SDGs に関する教育が萌芽し、その成果の国内評
価や国際的な相対評価が望まれている。本稿では、ラオス人学生と積極的に環境教育を受けている日本人
学生、積極的に環境教育を受けていない日本人学生の、環境意識と環境教育受講経験の違いを分析した。
これらの課題を解決するためには、若い世代の環境意識が重要である。そこで、アンケート調査を実施し、
クロス集計によって各属性にみられる環境意識の差違を評価した。その結果、ラオスの学生の環境意識は
総じて高く、環境教育の受講経験の差違でみた日本の学生にも差が確認された。
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論文

森澤　健作＊1　金平　健世＊2　山下　良平＊3

水田農業における地域差を考慮した農地集積の功罪に関する研究

要　旨
　先駆的に農地集積を進めてきた経営体が営農面でどのような進展や後退があったのか、特に集積過
程で生じた課題や対応策を評価した研究事例は少ない。本稿は、経営体の集積過程における創意工夫
や体制づくりに焦点をあてた。これらの農家行動の事例蓄積は、農地集積後の経営展開に貢献できる
要素がある。そこで農地集積がもたらしうる功罪について実態調査から分析し、集積後の課題につい
て整理した。水管理の連続作業を目的とした農地再配分の取組は、機械作業や管理作業の効率化につ
ながり単収増加の一因になっていると考えられた。また、荒廃農地が発生しやすい集積地では、農地
集積を契機にコメの収入という権限を持たせることで水管理等に携わるように仕向けた稀有な仕組み
が実践され、間接的に農地保全につながっていると推察された。

キーワード：農地集積／農家行動／水管理／農地保全

はじめに
農業競争力を強化し、持続可能なものとするた
めには、経営規模拡大など意欲ある担い手に対し、
地域内の農地をまとまりのある形で利用できるよ
う配慮することが重要である（注 1）。農林水産
省による若手農業者を対象としたweb調査（有
効回答 1,875 人）では、その約 4割が関心の高い
施策の一つに農地集積をあげている（注 2）。こ
の結果は、農地集積が生産コストの低減や農業所
得の向上など正の影響を与えるとする期待値とも
受け取れる。
ところで 2016 年度の担い手に対する農地集積
率は 54%と近年緩やかに増加している（注 3）。
しかしながら、現在の進捗状況では 2023 年まで
に担い手への農地集積を全農地の8割とする目標
に対し達成が難しいとする見方もある（笹口 ,	
2018）。目標達成に向けては、人・農地プランを
前提に、農地中間管理機構（以下、機構と略記）
の取組を加速化していくことが有効と考える。具
体的には、農業者の申請・同意・費用負担によら
ない機構借入農地の基盤整備や、相続未登記農地
の集積を図る条件整備等の取組は、農地の再流動

化を促進し、効果的な農地集積・集約化につなが
ると考えられる。
こうした政策論に対し、先駆的に農地集積を進
めてきた経営体では営農面にどのような進展や後
退があったのか。とりわけ集積過程で直面した課
題や対応策について評価した研究事例の蓄積は、
労力に限りのある経営体に対し、その部分の圧縮
によるコストダウンの可能性や面積拡大の方向性
を見定める上で有益な指針となりうる。それ故に、
経営規模の大小や生産基盤の整備水準に違いがあ
るにせよ、経営体の集積過程における創意工夫や
体制づくり等の農家行動に関する評価事例の蓄積
は、今後も集積を計ろうとする多くの経営体に示
唆を与えることに相違ない。これらの点に農地集
積後（以下、集積後と略記）の経営展開に貢献で
きる要素がある。
本稿では水田農業において農地集積を積極的に
進めてきた経営体に焦点をあてる。そして農地集
積がもたらしうる功罪（正負の影響）についてど
のような傾向があるのか実態調査から分析し、集
積後の課題について整理する。なお、詳細は後述
するが、集積後の課題や所望する内容に地域差が
生じることを鑑み、研究対象は平坦地域（都市的
地域及び平地農業地域）と中山間地域（中間農業
地域及び山間農業地域）に区分して分析する。
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1．既往研究と本研究の位置づけ
近年担い手への農地集積を要件とする圃場整備
事業（経営体育成基盤整備事業）が創設され、実
施地区では平均 80%以上の農地が担い手に利用
集積されているとの報告がある（石井 ,	2019）。
事業を介して特定の担い手に農地の所有権・利用
権が移り、面的にまとまりのある形で集積（以下、
面的集積と略記）する仕組みは、担い手への農地
再配分を容易とし、効果的な農地集積を図る有効
な手段として評価できる。しかし機構など地域の
土地利用調整の仕組みが整っていない時期に農地
集積を進めてきた地域では、1枚のみ孤立する圃
場が相当数あるとした経営体や、圃場分散により
これ以上の面積拡大は時間的にも労力的にも難し
いとする経営体も多い（注 4）。地域内に農地の
受け手となる担い手が存在することを前提とすれ
ば、農地集積が今後もおのずと進展していくとす
る見方もある（梅本 ,	2019）。それでも問題とな
るのは、担い手への農地集積が圃場分散した状態
で進展していくことにある。今後は綿密な計画の
元に集積が計られるような農地配分に近づけば理
想的であるが、そうでない場合は、圃場管理や移
動時間のロスが拡大し、経営の足かせになること
が懸念される。
こうした圃場分散の問題をめぐっては、かつて
細山（2004）が自発的な区画交換による集積戦
略論を、有本ら（2014）は農家の区画交換への
参加率と団地化率の関係性について分析してい
る。しかしながら、いずれも面的集積の有効性や
あり方について包括的な議論にまでは至っていな
い。これに関連し、西村（2018）は面的集積の
メリットを定量的に示すことを目的として圃区内
隣接性や合筆可能性を考慮した土地利用調整を図
るシミュレーションツールを開発している。しか
し、農地再配分の割り当てに不公平感が出るなど、
具現化に向けては検討の余地が残っている。こう
した利害の一致を図るため、現実には担い手間の
水利秩序や個々の生産性を高めるための農家行動
が存在しているはずであり、この部分を計り知る
ことにより現実味のあるシミュレーションが可能
になると考えられる。
そこで本稿では、無秩序に農地貸借が進んでい
る地域の担い手支援を念頭に、集積過程における
どのような農家行動が営農面に正の影響を与える
のか、先駆的に農地集積を進めてきた経営体の実
態調査から分析する。また集積完了後に生じた新
たな課題を抽出し、面積拡大がもたらしうる負の

影響について分析する。近年は無理をしてでも遠
くの圃場を集積するという状況はなくなりつつあ
る。それでも農地集積が営農面にもたらす影響は、
集積過程におけるどのような農家行動に起因する
のか、こうした分析は、面的集積に向けた土地利
用調整や担い手間の交換分合などの取組に対する
支援の重要性について改めて指摘できるほか、特
に負の影響に起因する農家行動からは農地集積に
向けた留意点を示すことができよう。これらの点
に本研究の成果が貢献できる要素がある。

2．実態調査の枠組み
1）研究対象
農地集積による農業の構造改革が期待される北
陸の平坦地域では、経営規模が20	haを超えるよ
うな大規模水田経営体への農地集積が加速化して
いる（大仲 ,	2013）。これに対して、中山間地域
では、大規模な農地集積が困難であることが通説
となっている（松岡ら ,	2017）。しかし、農地面
積と農業算出額が全体の4割を占める中山間地域
は、荒廃農地が発生しやすい環境となっており（注
5）、ある意味では平坦地域以上に担い手への農地
集積が必要である。
そこで本稿では、今後も農地集積が進むとした
場合、大規模経営を目指す法人に集積を進める平
坦地域と、例えば農地保全を前提に集落の共同組
織に集積を進める中山間地域では、目的意識の違
いから集積後に生じる課題に差異が生じるのでは
ないかとの仮説に基づく。また、経営体のどの段
階で集積完了とするのか一意に定めることは難し
いが、本稿で扱う集積後とは、平坦地域の経営体
であれば 100ha 以上、中山間地域の経営体であ
れば集落の8割以上の農地集積を完了した段階と
定義し、以下の2経営体を研究対象とした。なお、
経営体の実態調査については、複数回のインタ
ビュー調査と過去 5年間（2014年～ 2018年）の
農業生産及び作業記録に関する情報収集を行っ
た。
（1）農業法人K（平坦地域）
平坦地域の調査対象は、石川県金沢市北部で水
稲作を中心に農業経営を行う農業法人K（以下、
法人Kと略記）である（図 1）。経営主のK氏は
40代半ばであり、1995 年に家業を継ぐべく専業
農業者として就農し、2012 年に法人化した。集
積地は自宅兼事務所のある集落周辺と、ライスセ
ンターや機械格納庫施設がある河北潟干拓地に大
きく区分され、その集積地間は直線距離で概ね
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10kmとなっている。集落周辺は都市混住化が進
む市街地近郊にあって、離農者から徐々に農地を
借り受けて、現在はそのほとんどが利用権設定さ
れている。対して、干拓地では個人や県の開発公
社が造成した農地を借り入れている。これを合わ
せた経営面積は、2018 年現在で約 126ha、筆数
は約 780 筆となっている。土地利用は、農地全
体の約 2/3 が水稲作、約 1/3 が大麦と大豆の二
毛作、干拓地の一部の湿田ではレンコンを 1.7ha
作付けしている。

（2）集落営農組合U（中山間地域）
中山間地域の調査対象は、金沢市に隣接する河
北郡津幡町の山間部で水稲作を行う集落営農組合
U（以下、組合Uと略記）である（図 2）。元々
は集落で取り組む中山間地域等直接支払交付金
（注 6）を共同機械の購入費用に充てようと、同
制度の協定農地約12haを共同管理する方針の下、
2010 年に農家 16 戸（現在 14 戸）で設立した。
組合を構成する14世帯のうち 5世帯（60代 1名、
70代 1名、80代 3名）はすでに作業のすべてを
一任したいとし（これをリタイアと捉える）、現
在は9世帯で共同管理を実施する（2019年 6月）。
水稲作については、9世帯のうち 2世帯（70代 1
名、80代 1名）が施肥・管理のみ従事し、残り
の 7世帯（40代 1名、50代 2名、60代 2名、70
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図１　農業法人K（平坦地域） 図２　集落営農組合U（中山間地域）
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図３　管理作業の時間と単収の変化

程における創意工夫や体制づくり等については、
以下の特徴的な傾向が見られた。
（1）農業法人K（平坦地域）
①　現行の集積地
現行の集積地が大きく二分するなか、干拓地で
は作付品種や水利使用に制限があるものの、60a
区画における機械作業の連続性や作業能率の絶対
量から、大区画に整備された水田での面積拡大の
意思につながっている。
しかし、集落周辺の狭小区画を含め、約780筆
を綿密に管理することは容易ではなく、例えば水
管理は、経営主の家族（親、兄弟等）を中心に 3
～ 4人体制で行っても、3日に 1度しか巡回でき
ない状況である。単収・品質の維持には栽培管理
の粗放化は避けなければならず、特に米生産の水
管理は移植以降、継続的な実施が必要となる（梅
本 ,	1996）。当集積地に限っては、用水が入りっ
ぱなしになることや、逆に入れられない日が続く
こともある。移植直後は用水が入りっぱなしにな
ると苗立ちが悪くなり、入れられない日が続くと、
雑草に負けてしまい単収が減少する恐れがある。
近年の生産実績をみる限り、単収に与える影響は
まだ小さいと考えられるが、それでも水管理（落
水、作柄の見回り含む）や畦畔管理（畦畔草刈り、
除草剤散布、水漏れ補修含む）に要する作業時間
（図3）は面積拡大に伴い増加傾向にある。その他、
大麦・大豆は、調査結果から湿害や鳥害の影響に
より単収が不安定な状況にあると推察され、こう
した要因からさらなる作付面積の減少や生産量の
低下につながることが懸念される。
②　集積過程における経営体の創意工夫等
圃場分散に伴う圃場間移動等の負担を軽減する
ため、他の生産者と農地の再配分を行った。用水
系統別に農地の集約化を行った結果、実際の水管

理の場面では、圃区内における水量調整が思い通
りとなるほか、各圃場の水口の開閉や堰板調整等
は歩きながらの連続作業が可能となり、移動時間
の圧縮の観点から水管理がずいぶんとラクになっ
たと指摘する。換地や交換分合の資源配分は利害
が生じやすく合意形成が容易でないことが知られ
る（能美 ,	1995	; 中嶋ら ,	2011）。こうした借地錯
綜化後の土地利用調整の可能性は本稿以降の課題
となるが、地域主体の自発的な農地団地化に向け
た有効なアプローチになると考えられる。また、
集積過程において水管理の人員配置は、経営主の
家族のなかでも、その大部分を女性社員（2人）
が従事するよう変化した。労働力に限りがあるな
か、女性の登用は貴重な労働力を捻出し、新たな
作物の導入や戦略作物等の本作化に向けた取組が
期待される。
③　集積後の今後
水稲作は現行の 84haから 100ha程度まで拡大

表１　水稲作の生産実績 表２　その他作物の生産実績
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表３　経営体へのインタビュー調査の内容・結果
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可能と考えており、面積拡大の意志は強い。現在
は、事務所から近い集落周辺よりも10km先の大
区画に整備された干拓地周辺での拡大を希望して
いる。しかし、現状は機構に受け入れ申請を行っ
ても、他の担い手に集積した方が効果的となるた
めか一向に回ってこない状況である。それでも、
離農者が増加傾向にあることを見込み、今後の面
積拡大の準備として労働時間を捻出しておくた
め、現行集積地の集約化を目指すべく、区画交換
の取組を検討している。
また、集積地の一部が、インフラ整備（環状線
道路の新設）に伴い潰れ地となるが、その代替地
に見通しがたっておらず、新たな課題として面積
縮小の可能性があげられている。

（2）集落営農組合U（中山間地域）
①　現行の集積地
集積地は組合員から借り受ける約 11haで、こ
れまでの中山間地域等直接支払制度（以下、中山
間直接支払と略記）の協定範囲の見直しにより微
減しているものの、横ばい傾向となっている。生
産者は組合設立を機に「組合U」で 1本化して
いる（個人名で成果物を出荷していない）。しかし、
かねてより直販ルートを持つ組合員が多く、主食
用米に限ってはそれぞれが所有する農地で収穫し
たコメは組合を経由することなく独自販売し、そ
の収入は各自が得るという稀有なシステムとなっ
ている。そのため、通常発生する地代の支払いは
なく、組合の収入源となるはずの主食用米の補填
分については、組合員に作業割り当てを無償で課
し、具体的には所有する農地の機械作業、及び施
肥・管理を負わせて相殺する仕組みとしている。
その際、作業割り当て分を他の組合員に賄っても
らう場合はその代価を、共同機械を使用した場合
にはその賃料を徴収する仕組みとしている。担い
手経営では、借入面積を増やした場合、畦畔管理
の粗放化や水路等の管理体制が脆弱となる地域も
ある（前掲：松岡ら ,	2017）。組合Uの集積地に
ついては、組合員にコメの収入という一定の権限
を持たせることにより、集積後も品質や収量の維
持に欠かせない畦畔の草刈りや水漏れ点検が継続
的に実施されてきた。しかし、リタイアする組合
員が約3割にまで達し、近年は特定の組合員（60
代、生産組合長、共同機械の使用管理・点検整備
を兼務）に基幹3作業（耕うん・田植え・稲刈り）
の機械作業が集中する傾向がある（図 4）。生産
実績をみる限り、単収に与える影響はまだ小さい

と考えられるが、近年はイノシシの作物被害が急
増し、電気柵の漏電防止のためのきめ細やかな除
草管理が求められるなど、これまでにも増して作
業が集中することが懸念される。
②　集積過程における経営体の創意工夫等
組合設立と同時期に県営中山間地域総合整備事
業により圃場整備が完了し、以降、集積地におい
ては水利秩序も図りやすいものとなった。その利
点を生かし、用水が豊富な団地では、機械作業の
連続性や集約的な栽培を考慮した品種配置を行っ
ている。また近年は、全作業を一任したいとする
組合員が増加し、組合の裁量で品種を決定しやす
くなったことから、作期分散のために新規需要米
を導入した。現在は全体の約4割を作付けし単収
の増加も見られる。
基本的には、組合員が、元々所有する農地を中
心として生産管理を担う体制としており、例えば
水管理は朝と夕方の1日 2回の綿密な管理が実現
されている。農地や水路等の小規模な災害や不具
合については、当組合が費用負担の検討を含め一
括管理する体制としている。また、作付けできな
い農地が発生した場合は、協定農地の保全管理の
観点から耕うん（年2回）を行っている。こうし
た不作付地は過去 5年間（2014年～ 2018年）で
2.0ha から 3.2ha と増加しており、特定の組合員
への作業負担が集中するなか、これ以上の保全管
理の作業増加は経営の足かせとなる可能性が課題
としてあげられる。
③　集積後の今後
現行の集積地では、生産管理や点検・見回りの

図４	特定の組合員に集中する機械作業と単収の変化
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行き届いていない状況は発生していない。しかし、
機械作業を行える作業員の多くが会社勤めをして
おり、これ以上の面積拡大は時間的・労力的にも
難しい状況であると指摘する。当該地域に限って
は、他地区に面積を求めるよりも、まずは足元の
不作付地を活用することが重要とも考えられる。
現行では、交付金による共同機械購入費の返済
のため、協定期間内に面積を縮小することはない
と否定する。現実には、農地を返却したいとなっ
ても負債を抱えたままの状態では返せないという
のが実態である。また、仮に共同機械を売り払い、
農地を所有者に返せたとしても、個人がすでに機
械を失い、耕せないとなれば荒廃の一途をたどる
ことは疑いない。不確実な農地維持が展開される
なか、集積後の農地をスムーズに返却する手段の
検討については今後の課題となるが、少なくとも、
集積後のその先に労働力が先細りになる可能性が
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また、制度の活用とは別に、すべての組合員が
水管理や畦畔管理に携わりやすいように仕向ける
組合U独自の仕組みづくりも有効である。あり
ていに言えば、組合員にコメの収入という一定の
権限を持たせることで、各自の収入に直結する点
検や見回りを必然的に実施させ、その結果が単収
の維持・増加のみならず、継続した農地保全の取
組につながったと推察される。会社勤めの組合員
が多いなど、労働時間に限りのある経営体では、
間接的にでも農地集積を契機とした共同管理の機
運を高める仕組みがもたらす功績は大きいと考え
られる。

4）面積拡大による労力的な負担（負の影響）
近年、担い手への農地集積が政策目標であるこ
とを背景として農地筆が数百になる経営体も珍し
くない。こうした面積拡大に伴う労力的な負担が
どのような影響を与えうるのか現実問題として受
け止めておく必要がある。
面積拡大の影響について、法人Kの管理にか
かる延べ時間と単収の変化から分析すると、降雨
量が乏しく水管理の巡回が増加した 2018 年は、
水稲単収は安定しているものの、大麦については
大幅に減少していた。畦畔管理に要する時間は集
約化されても農地筆に比例して増加する傾向があ
り（坂田 ,	2019）、現行体制のまま面積拡大を進
めた場合は、どのような作物であっても稠密周到
な栽培管理が労力的に難しくなることから単収や
品質の低下を招く可能性が考えられる。
また、組合Uのリタイア組の増加によって、
特定組合員への負担が増加することへの影響につ
いては、現行では不作付地を増やすなどし、水稲
単収は安定しているものの、これ以上の共同管理
の体制維持が難しいとなった場合は、さらなる不
作付地が増加し、生産量の低下を招く可能性が考
えられる。
いずれにしても、面積拡大による労力的な負担
の影響は作物生産の質量両面の低下に直結するこ
とが考えられ、これらの影響を軽減する方法論に
ついては本稿以降の課題となるが、例えば慣行の
綿密な栽培管理とは別に、ICT等を活用して管
理の軽労化を図り、面積拡大による作業負担を軽
減する方法の検討などが考えられる。

おわりに
農地集積完了後の実態調査では、平坦地域の法
人Kと中山間地域の組合Uの両者において、今

後の面積拡大の意志に明確な違いが表れた。
平坦地域において積極的に農地集積を進めてき
た法人Kは、水稲作の面積について現行の 2割
増にあたる 100ha まで拡大可能としている。経
営主のK氏自身、現行体制のままでの面積拡大
は難しいとしながらも、具体的な方策として、ま
ずは正規雇用の従業員募集により、体制の見直し
を図ろうとしている。しかし、肝心の新規農地の
受け入れは、機構への申請をはじめとして所望し
ているが、その成果が伴わないという現実の課題
がある。それでも、面積拡大に向けた準備として、
2019 年度からは積極的に仲間の生産者に区画交
換を持ちかけて労働時間の圧縮を画策するなど、
人・時間・農地を重層的に整備していくことが、
100ha規模の大規模経営を展開する上で課題とし
てあげられる。
一方で、中山間地域において集落の約9割を集
積してきた組合Uは、これ以上の面積拡大は難
しいと判断している。特定の組合員への作業負担
が集中するなか、現実には面積拡大よりはむしろ
当面の農地維持にかかる労働力の確保が急務と
なっており、作業の集中を避けるための組織内の
調整や集落間の垣根をこえた新たな人材の育成・
確保に努めていくことが課題としてあげられる。
現行では、後継者が不確定なまま進むとした場
合、主軸となる者が限界を迎えた際にどのような
農家行動が求められるのか、現実にはそこまで考
えられないという経営体は多い。今後は、集積後
のその先を見定め、担い手自身が農地集積のあり
方について逐次改善していく時代が訪れる。また、
組合Uのように集積可能な範囲で約 9割の集積
を達成したものの、今後はリタイア組の増加によ
り、農地の維持すらできなくなった時に、農地を
簡単に返還できないことに不安が生じているな
ど、農地集積がもたらす影響は地域の実情に応じ
て進化しており、それを指導する体制整備もまた
重要であると考える。
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Abstract

Agricultural management has advanced farmland accumulation process; however, few studies have 
evaluated the problems and countermeasures that emerge during this process. This paper focuses 
on the originality and ingenuity of agricultural management methods that advanced farmland 
accumulation process. The accumulation of cases of farmers’ behavior can contribute to business 
development after the completion of agrarian agglomeration. This paper analyzes the merits and 
demerits of farmland accumulation using field survey, and summarizes the problems that occur 
after the completion of farmland accumulation. Farmland was exchanged with the aim of improving 
water management. This resulted in increased efficiency of agricultural machinery and water 
management, which was considered to have contributed to the increase in production per unit area. 
Furthermore, in areas where farmland was likely to be damaged, it was assumed that giving 
workers income from rice production led them to actively engage in water management and other 
measures that lead to an indirect farmland conservation.
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